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洞爺湖町史「資料編」編集方針（素案） 

 

Ⅰ．基本方針 

 １．資料編は洞爺湖町史本編とは別冊とする 

  （ただし、本編の編集状況によっては本編内に組み入れることもある） 

 ２．編集は委託せず洞爺湖町が自前で行う 

 ３．体裁等は本編と同じとする 

   Ａ４版 １００㌻以内 

 ４．発刊時期は本編と同時期とする 

 

Ⅱ、掲載内容 

 １．年表 

   ①掲載年 

    ・旧洞爺村…昭和５１年（1976）～平成１８年（2006）３月  

          洞爺村史発行以降 ３０年間 

    ・旧虻田町…平成１３年（2001）～平成１８年（2006）３月  

          物語虻田町史「行政編・資料編」以降 ５年間 

    ・洞爺湖町…平成１８年（2006）３月～令和１１年９月 

   ②内容 

    ・各年とも町内の主な出来事及び国内外の主な出来事 

     写真の掲載も検討する 

  

２．公職者名簿等 

   ①町（村）特別職 

   ②町（村）議会議員 

   ③名誉町民 

  （行政委員会） 

   ④選挙管理委員会委員 

   ⑤監査委員 

   ⑥農業委員会委員 

   ⑦固定資産評価委員会委員 

   ⑧教育委員会教育委員 
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  （大臣委嘱委員） 

   ⑨民生委員・児童委員…厚生労働大臣 

   ⑩保護司…法務大臣 

   ⑪人権擁護委員…法務大臣 

   ⑫行政相談委員…総務大臣 

 

   ※掲載年は年表に準じる 

   ※その他の各種委員については、それぞれの事業等が該当する本編の「章」及び「節」

の中で必要に応じて取り上げる 

 

 ３．統計資料 

   ※掲載にあたっては本編との調整が必要 

  ①地目別土地面積 

  ②人口・世帯数・年齢階層別人口（国勢調査） 

  ③人口動態（人口動態調査） 

   自然増減・社会増減 

  ④産業別事業概要（経済センサス） 

   産業分野別事業者数、従業者規模等 

  ⑤農業概要（農林業センサス） 

   経営体数、従業者数、水産加工場数等 

  ⑤漁業概要（漁業センサス） 

   経営体数、従業者数、耕地面積、家畜飼養頭数 

  ⑥観光客概要 

   入込数、宿泊客数 

 

４．その他 

  ①各種選挙結果 

   町（村）長、町（村）議員、道知事、道議会議員、衆議院議員、参議院議員 

 


